
 

出典：TKC事務所通信 

ベイヒルズ社労士事務所では、労働・社会保険の手続きや助成

金申請のほか、人事労務に関するお困りごとやご要望を、丁

寧にお伺いし、親身になって解決策をご提案いたします。 

どうぞお気軽にお問合せください。 

ベイヒルズ社労士事務所  0120-676-372 
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「年収の壁」を超えても 
「働き損」とならないためには? 

① 「103万円の壁」 

➡ 所得税の課税対象になる 

➡ 配偶者控除・扶養控除の対象外になる 

本人の年収が 103 万円を超えると、それを超えた分
に所得税が課されるとともに、扶養者が配偶者控除を受
けられなくなります。また、配偶者以外の扶養親族の給
与収入が 103 万円（給与以外の所得がある場合は所
得が 48 万円）を超えると、扶養者が扶養控除を受けら
れなくなります。一般的に、扶養者にかかる所得税・住民
税が控除額の 2割程度多くなります。 
ただし、本人の年収が103万円を超えても、扶養者に

おいて「配偶者特別控除」を受けられることがあります。 
例えば、扶養者の所得が900万円以下であり、かつ、パ
ートで働く配偶者の年収が 150 万円以下であれば、満
額 38万円の控除が受けられます。 

② 「106万円の壁」 

➡ 勤務先の社会保険に加入する 

月額賃金 8.8 万円（年収約 106 万円）以上になる
と、一定の条件のもと社会保険への加入義務が生じます。
多くの場合、社会保険料の支払いにより手取り収入が
減るとされています。社会保険料を支払っても手取り収
入が減らない目安は月収約 10.5万円です。 

③ 「130万円の壁」 

➡ 国民年金・国民健康保険に加入する 

年収 130万円以上になると、会社の規模等にかかわ
らず従業員自身で国民年金・国民健康保険に加入する
必要があります。 
②同様、国民年金保険料等の支払いのため手取り収

入が減少します。手取り収入を確保する目安は月収約
14.5万円となります。 
 
社会保険に加入すると、傷病手当金や出産育児一時

金などが受け取れます。また、国民年金等に加入すると
将来もらえる年金が増えるなどのメリットもあります。世
帯年収を増やせば、貯蓄や投資に回せるお金が多くなり、
将来設計もしやすくなります。 
企業にとっても、意欲のある従業員により長く働いても

らえることは大きなメリットです。「年収の壁」にとらわれ
すぎない働き方を、従業員と一緒に検討してみましょう。 
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正しく知って「働き控え」の見直しを！ 

「年収の壁」をおさらいしよう 

社会保険等に関する「年収の壁」のフローチャート 図表 

 

1週間の所定労働時間および１か月の所定労働日数が 

常時雇用者（正社員）の 4分の 3以上である 

以下の 5つの条件をすべて満たしている 

① 従業員数（厚生年金の被保険者数）101人以上

の企業※ 

※令和 6年 10月から「従業員数 51人以上の

企業」になります 

② 所定労働時間が週 20時間以上 30時間未満 

③ 月額賃金が 8.8万円以上 

④ 2か月を超える雇用の見込みがある 

⑤ 学生ではない（休学中・夜間学生は除く） 

親・配偶者等の家族が社会保険 

（厚生年金・健康保険）に加入している 

自分の年収が 

130万円以上である 

社会保険上の 

扶養の範囲 
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